
　
　
　

佐
野　

寛
教
授
略
歴

一
九
五
四
年
一
二
月
五
日　

愛
知
県
名
古
屋
市
に
生
ま
れ
る

一
九
七
八
年
三
月　
　
　
　

名
古
屋
大
学
法
学
部
法
律
学
科
卒
業

一
九
七
八
年
四
月　
　
　
　

名
古
屋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
前
期
課
程
入
学

一
九
八
〇
年
三
月　
　
　
　

同　

修
了
（
法
学
修
士
）

一
九
八
〇
年
四
月　
　
　
　

名
古
屋
大
学
法
学
部　

助
手

一
九
八
六
年
四
月　
　
　
　

岡
山
大
学
法
学
部　

助
教
授

一
九
九
三
年
四
月　
　
　
　

同　

教
授

二
〇
〇
〇
年
四
月　
　
　
　

同　

夜
間
学
部
主
事

二
〇
〇
二
年
三
月
～
二
〇
〇
四
年
三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国 

マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
外
国
私
法
国
際
私
法
研
究
所
客
員
研
究
員

二
〇
〇
四
年
四
月　
　
　
　

岡
山
大
学
法
学
部
副
学
部
長

二
〇
〇
六
年
四
月　
　
　
　

岡
山
大
学
大
学
院
社
会
文
化
科
学
研
究
科　

教
授

二
〇
〇
八
年
四
月　
　
　
　

岡
山
大
学
法
学
部
長

二
〇
一
四
年
四
月　
　
　
　

岡
山
大
学
副
学
長

二
〇
一
五
年
四
月　
　
　
　

岡
山
大
学
大
学
院
社
会
文
化
科
学
研
究
科
長

二
〇
一
七
年
四
月　
　
　
　

国
立
大
学
法
人
岡
山
大
学 

理
事
（
教
育
担
当
）・
副
学
長

二
〇
一
八
年
四
月　
　
　
　

国
立
大
学
法
人
岡
山
大
学 

理
事
（
教
育
担
当
・
国
際
担
当
）・
副
学
長

二
〇
一
九
年
四
月　
　
　
　

国
立
大
学
法
人
岡
山
大
学 

理
事
（
教
学
担
当
）・
総
括
副
学
長
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主
要
業
績
目
録

Ⅰ
．
国
際
私
法
・
国
際
取
引
法
関
係

　

著　
　

書

演
習
国
際
私
法
（
分
担
執
筆
）

有
斐
閣

一
九
八
七
年　

九
月

国
際
取
引
法
（
共
著
）

有
斐
閣

一
九
九
二
年　

五
月

演
習
国
際
私
法
〔
新
版
〕（
分
担
執
筆
）

有
斐
閣

一
九
九
二
年　

六
月

基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
国
際
私
法
（
分
担
執
筆
）

日
本
評
論
社

一
九
九
四
年　

五
月

現
代
国
際
取
引
法
講
義
（
分
担
執
筆
）

法
律
文
化
社

一
九
九
六
年　

四
月

論
点
解
説
国
際
取
引
法
（
分
担
執
筆
）

法
律
文
化
社

二
〇
〇
二
年　

三
月

演
習
ノ
ー
ト
国
際
関
係
法
［
私
法
系
］（
分
担
執
筆
）

法
学
書
院

二
〇
一
〇
年
一
〇
月

注
釈
国
際
私
法　

第
一
巻
（
分
担
執
筆
）

有
斐
閣

二
〇
一
一
年
一
二
月

注
釈
国
際
私
法　

第
二
巻
（
分
担
執
筆
）

有
斐
閣

二
〇
一
一
年
一
一
月

国
際
≲
家
族
と
法
≳
（
共
編
著
）

八
千
代
出
版

二
〇
一
二
年　

四
月

国
際
取
引
法
〔
第
四
版
〕

有
斐
閣

二
〇
一
四
年
一
〇
月

演
習
国
際
私
法　

Case30

（
共
編
著
）

有
斐
閣

二
〇
一
六
年
一
〇
月

　

論　
　

文

「
生
産
物
責
任
の
法
選
択
に
関
す
る
一
考
察
（
一
）
～

（
三
）」

名
古
屋
大
学
法
政
論
集
九
一
号
～
九
九
号

一
九
八
二
年　

三
月
～

一
九
八
四
年　

二
月
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「
国
際
取
引
の
公
法
的
規
制
と
国
際
私
法

　

―
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
判
例
を
中
心
と
し
て
」

松
井
芳
郎
＝
木
棚
照
一
＝
加
藤
雅
信
編
『
国
際
取
引

と
法
』
名
古
屋
大
学
出
版
会

一
九
八
八
年　

六
月

「
渉
外
的
婚
姻
の
成
立
要
件
の
準
拠
法
」

判
例
タ
イ
ム
ズ
七
四
七
号

一
九
九
一
年　

三
月

「
ス
イ
ス
国
際
私
法
に
お
け
る
不
法
行
為
の
準
拠
法

（
一
）」

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
四
二
巻
一
号

一
九
九
三
年　

一
月

「
国
際
私
法
に
お
け
る
デ
ー
タ
理
論
に
つ
い
て
」

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
四
五
巻
一
号

一
九
九
五
年
一
二
月

「
法
例
に
お
け
る
不
法
行
為
の
準
拠
法
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
四
三
号

一
九
九
八
年
一
〇
月

「
任
意
的
抵
触
法
の
理
論
に
つ
い
て
」

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
四
九
巻
三
・
四
号

二
〇
〇
〇
年　

三
月

「
国
際
企
業
活
動
と
法
」

国
際
法
学
会
編
『
日
本
と
国
際
法
の
１
０
０
年　

第

七
巻 　

国
際
取
引
』（
三
省
堂
）

二
〇
〇
一
年
一
一
月

「
不
法
行
為
地
の
管
轄
」

高
桑
昭
＝
道
垣
内
正
人
編
『
国
際
民
事
訴
訟
法
（
財

産
法
関
係
）』（
青
林
書
院
）

二
〇
〇
二
年　

三
月

「
渉
外
関
係
に
関
す
る
リ
ー
ガ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構

築
の
課
題
」

岡
山
リ
ー
ガ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
研
究
会
編
『
地
域

社
会
と
リ
ー
ガ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
―
そ
の
可
能

性
と
現
在
』（
商
事
法
務
）

二
〇
〇
六
年
一
二
月

「
法
適
用
通
則
法
に
お
け
る
契
約
準
拠
法
の
決
定
」

民
商
法
雑
誌
一
三
六
巻
一
号

二
〇
〇
七
年　

六
月

「EU

国
際
私
法
に
お
け
る
製
造
物
責
任
の
準
拠
法
」

岡
山
大
学
法
学
会
編『
岡
山
大
学
創
立
60
周
年
論
集
』

（
有
斐
閣
）

二
〇
一
〇
年　

五
月

「
国
際
取
引
か
ら
生
じ
る
不
法
行
為
の
準
拠
法
」

日
本
国
際
経
済
法
学
会
編
『
国
際
経
済
法
講
座
Ⅱ
』

（
法
律
文
化
社
）

二
〇
一
二
年
一
一
月

「EU

国
際
私
法
は
ど
こ
へ
向
か
う
の
か
？
」

国
際
私
法
年
報
一
四
号

二
〇
一
三
年　

三
月

「
法
適
用
通
則
法
に
お
け
る
本
国
法
主
義
の
意
義
」

国
際
法
外
交
雑
誌
一
一
五
巻
三
号

二
〇
一
六
年
一
一
月
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判
例
評
釈
そ
の
他

「
雇
用
契
約
」

渉
外
判
例
百
選
〔
第
二
版
〕（
有
斐
閣
）

一
九
八
六
年　

二
月

「
仮
処
分
の
国
際
的
裁
判
管
轄
権
」

平
成
元
年
度
重
要
判
例
解
説
（
有
斐
閣
）

一
九
九
〇
年　

六
月

「
米
国
籍
の
夫
婦
の
離
婚
事
件
に
つ
い
て
、
離
婚
・
親

権
者
指
定
・
離
婚
給
付
の
各
準
拠
法
を
い
ず
れ
も
日
本

民
法
と
し
た
事
例
」

判
例
評
論
四
一
〇
号

一
九
九
三
年　

四
月

「
賭
博
に
関
す
る
契
約
を
有
効
と
す
る
米
国
ネ
ヴ
ァ
ダ

州
法
の
適
用
が
公
序
に
反
し
な
い
と
さ
れ
た
事
例
」

私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
九
号

一
九
九
四
年　

七
月

「
地
域
的
不
統
一
法
国
に
属
す
る
者
の
本
国
法
」

渉
外
判
例
百
選
〔
第
三
版
〕（
有
斐
閣
）

一
九
九
五
年　

五
月

「
法
定
代
理
」

渉
外
判
例
百
選
〔
第
三
版
〕（
有
斐
閣
）

一
九
九
五
年　

五
月

「
認
知
の
方
式
」

渉
外
判
例
百
選
〔
第
三
版
〕（
有
斐
閣
）

一
九
九
五
年　

五
月

「
契
約
、
不
法
行
為
等
の
準
拠
法
に
関
す
る
法
律
試
案

（
一
）
～
（
二
）」（
共
著
）

民
商
法
雑
誌
一
一
二
巻
二
号
，
三
号

一
九
九
五
年　

五
月
～

一
九
九
五
年　

六
月

「
人
的
不
統
一
法
国
の
指
定
と
反
致
」

平
成
七
年
度
重
要
判
例
解
説
（
有
斐
閣
）

一
九
九
六
年　

六
月

「
難
民
の
本
国
法
」

国
際
私
法
の
争
点
〔
新
版
〕（
有
斐
閣
）

一
九
九
六
年　

七
月

「
債
権
質
の
準
拠
法
」

国
際
私
法
の
争
点
〔
新
版
〕（
有
斐
閣
）

一
九
九
六
年　

七
月

「D
raft A

rticles on the Law
 A

pplicable to 
Contractual and N

on-Contractual O
bligations 

⑴

」（Co-author

）

T
he Japanese A

nnual of International Law
, 

N
o.39

（1996

）

一
九
九
七
年

「D
raft A

rticles on the Law
 A

pplicable to 
Contractual and N

on-Contractual O
bligations 

⑵

」（Co-author

）

T
he Japanese A

nnual of International Law
, 

N
o.40

（1997

）

一
九
九
八
年
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「
日
本
会
社
が
米
国
に
居
住
す
る
日
本
人
に
対
し
提
起

し
た
売
買
契
約
解
除
に
基
づ
く
代
金
返
還
請
求
訴
訟
に

つ
き
日
本
の
国
際
裁
判
管
轄
を
肯
定
し
た
事
例
」

私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
二
二
号

二
〇
〇
一
年　

二
月

「
当
事
者
自
治
（
一
）
―
預
金
契
約
」

国
際
私
法
判
例
百
選
（
有
斐
閣
）

二
〇
〇
四
年　

七
月

「
契
約
外
債
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
欧
州
議
会
及
び
理

事
会
規
則
（
ロ
ー
マ
Ⅱ
）
案
に
つ
い
て
」

岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
五
四
巻
二
号

二
〇
〇
四
年
一
二
月

「
船
荷
証
券
に
対
す
る
除
権
決
定
の
国
際
裁
判
管
轄
」

平
成
一
七
年
度
重
要
判
例
解
説
（
有
斐
閣
）

二
〇
〇
六
年　

六
月

「
当
事
者
自
治
（
一
）
―
預
金
契
約
」

国
際
私
法
判
例
百
選［
新
法
対
応
補
正
版
］（
有
斐
閣
）
二
〇
〇
七
年　

一
月

「
外
国
裁
判
所
に
よ
る
離
婚
判
決
が
民
事
訴
訟
法

一
一
八
条
の
承
認
要
件
を
充
足
し
て
い
な
い
と
し
て
離

婚
無
効
確
認
請
求
を
認
容
し
た
事
例
」

私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
三
八
号

二
〇
〇
九
年　

二
月

「
共
同
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
に
つ
い
て

通
則
法
一
七
条
お
よ
び
二
〇
条
に
よ
り
日
本
法
を
準
拠

法
と
し
た
事
例
」

私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
四
四
号

二
〇
一
二
年　

二
月

「
前
婚
の
解
消
と
後
婚
の
成
立
と
の
間
に
国
籍
の
変
更

が
あ
っ
た
場
合
、
待
婚
期
間
は
ど
う
な
る
か
」
ほ
か

国
際
家
族
法
実
務
研
究
会
編
『
問
答
式　

国
際
家
族

法
の
実
務
』（
新
日
本
法
規
）

二
〇
一
二
年　

二
月

「
当
事
者
自
治
（
一
）
―
預
金
契
約
」

国
際
私
法
判
例
百
選
［
第
二
版
］（
有
斐
閣
）

二
〇
一
二
年　

六
月

「
婚
姻
無
効
」

国
際
私
法
判
例
百
選
［
第
二
版
］（
有
斐
閣
）

二
〇
一
二
年　

六
月

「
船
舶
先
取
特
権
の
準
拠
法
に
つ
き
物
権
準
拠
法
と
被

担
保
債
権
準
拠
法
を
累
積
適
用
す
べ
き
と
し
た
事
例
」

私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
五
一
号

二
〇
一
五
年　

七
月

「
定
期
傭
船
契
約
の
解
除
に
伴
っ
て
生
じ
た
と
さ
れ
る

不
当
利
得
返
還
請
求
権
の
準
拠
法
」

私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
六
一
号

二
〇
二
〇
年　

八
月
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Ⅱ
．
国
籍
法
関
係

　

著　
　

書

渉
外
戸
籍
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
（
分
担
執
筆
）

日
本
加
除
出
版

二
〇
〇
七
年　

八
月

多
文
化
共
生
の
潮
流
（
分
担
執
筆
）

岡
山
大
学
出
版
会

二
〇
一
三
年　

三
月

　

論　
　

文

「
日
本
国
籍
の
取
得
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
〇
一
号

一
九
九
六
年
一
一
月

「
渉
外
的
代
理
母
出
生
子
の
国
籍
」

樋
口
範
雄
編
『
生
命
倫
理
と
法
』（
弘
文
堂
）

二
〇
〇
五
年
一
二
月

「
国
籍
法
に
お
け
る
本
人
の
意
思
」

国
際
法
外
交
雑
誌
一
〇
五
巻
四
号

二
〇
〇
七
年　

一
月

「
国
籍
法
違
憲
判
決
と
国
籍
法
の
課
題
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
六
六
号

二
〇
〇
八
年
一
一
月

　

判
例
評
釈
そ
の
他

「
新
民
法
施
行
後
、
平
和
条
約
発
行
前
に
日
本
人
女
と

妻
の
氏
を
称
す
る
婚
姻
を
し
た
朝
鮮
人
の
国
籍
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
六
九
九
号

一
九
七
九
年　

九
月

「
外
国
人
と
思
わ
れ
る
女
性
で
出
産
後
行
方
不
明
と

な
っ
た
者
を
母
と
し
て
日
本
で
出
生
し
た
子
に
つ
い

て
、
国
籍
法
二
条
三
号
に
よ
り
日
本
国
籍
を
認
め
た
事

例
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
三
〇
号

一
九
九
三
年　

九
月

「
国
籍
法
二
条
三
号
の
『
父
母
が
と
も
に
知
れ
な
い
と

き
』
の
意
義
と
立
証
責
任
」

法
学
教
室
一
六
五
号

一
九
九
四
年　

六
月
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「
出
生
後
の
認
知
と
日
本
国
籍
の
取
得
」

法
学
教
室
二
一
二
号

一
九
九
八
年　

五
月

「
出
生
後
の
認
知
に
よ
る
国
籍
取
得
を
認
め
な
い
と
す

る
国
籍
法
二
条
一
号
の
解
釈
の
合
憲
性
」

判
例
評
論
五
三
九
号

二
〇
〇
四
年　

一
月

「
外
国
人
を
母
と
し
、
日
本
人
父
か
ら
生
後
認
知
さ
れ

た
子
に
つ
い
て
届
出
に
よ
る
日
本
国
籍
の
取
得
を
認
め

た
事
例
」

私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
三
二
号

二
〇
〇
六
年　

二
月

「
国
籍
法
一
二
条
と
憲
法
一
四
条
一
項
」

平
成
二
七
年
度
重
要
判
例
解
説
（
有
斐
閣
）

二
〇
一
六
年　

四
月

「
国
籍
留
保
届
に
つ
き
届
出
期
間
の
例
外
事
由
が
否
定

さ
れ
た
事
例
」

民
商
法
雑
誌
一
五
四
巻
二
号

二
〇
一
八
年　

六
月

「
国
籍
留
保
の
届
出
が
期
間
内
に
な
さ
れ
な
か
っ
た
と

さ
れ
た
事
例
」

民
商
法
雑
誌
一
五
六
巻
五
号

二
〇
二
一
年　

一
月

Ⅲ
．
そ
の
他

　

翻　
　

訳

「
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
法
学
教
育
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
七
六
〇
号

一
九
八
二
年　

三
月

カ
ナ
ダ
法
概
説
（
共
訳
）

有
斐
閣

一
九
八
四
年　

六
月

　

書　
　

評

「
貝
瀬
幸
雄
著
『
国
際
倒
産
法
序
説
』」

国
際
法
外
交
雑
誌
八
九
巻
五
号

一
九
九
〇
年
一
二
月
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「
松
岡
博
著
『
国
際
取
引
と
国
際
私
法
』」

国
際
法
外
交
雑
誌
九
二
巻
四
・
五
号

一
九
九
三
年
一
〇
月

「
米
津
孝
司
著
『
国
際
労
働
契
約
法
の
研
究
』」

日
本
労
働
研
究
雑
誌
四
四
八
号

一
九
九
七
年　

九
月

「
多
喜
寛
著
『
国
際
仲
裁
と
国
際
取
引
法
』」

国
際
法
外
交
雑
誌
一
〇
一
巻
一
号

二
〇
〇
二
年　

五
月

「S. Fuw
a, Fuhokoi Junkyoho to Jishituho no 

Y
akuw

ari
」

Seibundo, Japanese Y
earbook of International 

Law
, N

o. 53

（2010

）

二
〇
一
一
年　

二
月

　

辞　
　

典

「
マ
レ
ー
シ
ア
航
空
機
墜
落
事
件
」

中
川
淳
編
集
代
表『
増
補
判
例
辞
典
』（
六
法
出
版
社
）
一
九
八
六
年　

三
月

「
生
産
物
責
任
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約
」
ほ
か

国
際
法
学
会
編
『
国
際
関
係
法
辞
典
』（
三
省
堂
）

一
九
九
五
年　

八
月

「
生
地
主
義
」
ほ
か

国
際
法
学
会
編『
国
際
関
係
法
辞
典〔
第
二
版
〕』（
三

省
堂
）

二
〇
〇
五
年　

九
月

956

六
七
二


